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令和２年１０月 和水町農業委員会 総会 会議録 

 

 

１ 開催日時 令和２年１０月９日（金） 午後１時３０分から午後２時１５分 

 

２ 開催場所 和水町役場 本庁３階 大会議室 

 

３ 本日の出席農業委員は、次のとおりである。（９名） 

会  長   １番 荒木 政士 

会長代理   ２番 甲斐 正晴 

委  員   ４番 本山 圭司   ５番 有働 憲一   ６番 石原 由紀 

       ７番 内田 耕臣   ８番 金栗 孝義    ９番 池田 好博 

       11番 上妻 美津子    

 

４ 本日の欠席農業委員は、次のとおりである。（２名） 

         ３番 平山 正光   10番 亀﨑世志矢 

 

 

５ 本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。（１３名） 

  菊水中央区域  石原 武則 

  菊水南区域   上田 憲一  前淵愼一郎 

  菊水東区域   川原 京一  庄山 慶司 

  菊水西区域   坂本 正則  福永 泰信 

  緑区域     竹下 周三  上妻 芳樹  牛島 繁 

  神尾区域    渡辺 秀敏   

  春富区域    三串 直人  渡辺 陽三 

 

６ 本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。（４名） 

  猪口 琢真  古閑原秀春  中畑 昇  柿原 学 

 

７ 日  程 

１ 開  会 

２ 会議成立宣言 

３ 会長挨拶 

４ 議事録署名委員の指名 

５ 議  事 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等について 

  ６ 報  告 

７ そ の 他 

８ 閉  会 

 

８ 職務のために出席した農業委員会事務局職員は、次のとおりである。（２名） 

  事務局長  松尾 修（兼庶務係長） 

 参  事  西川 佳孝 

 

９ 欠席した農業委員会事務局職員は、次のとおりである。（０名） 
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事務局 松尾 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 松尾 

 

 

 

 

 

会長 荒木 

 

 

 

 

事務局 松尾 

 

 

 

議長 荒木 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 西川 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 西川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開  会 

 定刻となりましたので、ただ今から農業委員会総会を始めます。まずは、 

元気な挨拶から始めたいと思いますので、皆様ご起立をお願いします。 

「こんにちは。」ご着席ください。 

 それでは、ただ今から、令和２年１０月 和水町農業委員会総会を開会します。 

 

――― 資料の確認 ――― 

 

２ 会議成立宣言 

本日は、１１名中９名が出席ですので、本会議が成立することを宣言します。 

 

３ 会長挨拶 

 荒木会長、挨拶をお願いします。 

 

 みなさん、改めまして「こんにちは。」 

――― 会長挨拶 ――― 

 

 それでは、挨拶とさせていただきます。 

 

荒木会長、どうもありがとうございました。会長には、引き続き、議事の進行を

お願いします。 

 

４ 議事録署名人の指名 

本日の議事録署名委員は、11番 上妻委員 と 2番 甲斐会長代理にお願いします。 

それでは、議事に入ります。 

 

 新型コロナウイルス感染防止のため、時間を短縮します。 

議案第１号から議案第３号まで、まとめて審議します。 

 なお、各委員からの現地確認の報告も割愛しますので、ご了承ください。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

――― 事務局が、議案第１号から議案第３号 について説明 ――― 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

申請番号 28 売買  

申請番号 29 売買  

 時間を短縮するために、各位、総会資料をご覧ください。 

これらの案件は、全て、審査基準に適合します。 

 

議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」 

 

時間を短縮するために、各位、総会資料をご覧ください。 

申請添付書類については、別紙の「転用資料」で、確認をお願いします。 

 

申請番号 20 工場・事務所 

 譲受人は、玉名市に本店があり、鉄骨工事・電気及び酸素溶接業を中心に業務を

行っています。 

 今回、申請地を工場・事務所として転用します。 

 給水は既設のボーリング井戸を使用し、排水は合併浄化槽を設置し、処理水を西

側隣接水路へ放流する計画です。雨水は、U 字溝を設置し、集水後、西側隣接水路

へ放流する計画です。 

 隣接した農地はありませんが、造成中や完成後の被害については、最善の注意を

払われる計画です。また、被害が生じた場合、及び被害が生じる恐れがある場合は

隣接地権者等と協議し、解決する計画です。 
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事務局 西川 

 

 

 

 

 

議長 荒木 

 

 

福永推進委員 

 

 

事務局 松尾 

 

 

 

 

福永推進委員 

 

事務局 松尾 

 

福永推進委員 

 

議長 荒木 

 

 

 

議長 荒木 

 

 

 

 

 

議長 荒木 

 

 

 

議長 荒木 

 

 

 

事務局 松尾 

 

許可基準については、各基準を満たしているものと考えます。 

 

議案第３号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定等について」 

 

 時間を短縮するために、各位、総会資料をご覧ください。 

以上の計画につきまして、各要件を満たしているものと考えます。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

ただ今、事務局からの説明が終わりました。 

 議案第１号から議案第３号まで、何か質問等がありましたら、お願いします。 

 

 農地法第５条の受付番号２０号ですが、周辺状況図では道が入っていますが、ど

うなるのですか。 

 

 周辺状況図は、ゼンリン地図に申請地を記入しています。ゼンリン地図には、ち

ょうど間に道路が通っているように記載されています。しかし、配置図を見ていた

だくと分かりますが、実際の道路は、県道から４０ｍまでです。公図は、配置図が

正しくなります。 

 

 登記簿上は、道は通ってないということですね。 

 

 そうです。 

 

 分かりました。 

 

 他に、何か質問等がありましたら、お願いします。 

 

――― 異議なしの声 ――― 

  

無いようですので、採決をします。 

議案第１号から議案第３号までについては、原案のとおり決定することに 

賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

 

――― 全員挙手 ――― 

 

ありがとうございました。 

 議案第１号から議案第３号は、原案のとおり決定しました。 

なお、議案第２号は、許可相当として、県知事に意見を送付します。 

 

これで、すべての議事は終了しました。 

他に、各委員さんから、何かご意見・質問等はありませんか。 

無いようですので、進行を事務局へお返しします。 

 

荒木会長には、議長を務めていただき、どうもありがとうございました。 

 

６ 報告 

７ページを、ご覧ください。 

 

７ その他（連絡事項） 

１０ページを、ご覧ください。 

 事務局から、事務連絡。 

 

８ 閉会 
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ご起立をお願いします。 

これをもちまして、令和２年１０月 和水町農業委員会総会を、閉会します。 

お疲れ様でした。 
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会議の内容に相違なきことを認め、此処に署名する。 

 

 

 

和水町農業委員会 会長                 

 

 

署 名 委 員  １１番                 

 

 

署 名 委 員   ２番                 

 

 

 

 

会議録調製者  松尾 修 

本誌（表紙除く）  ５頁 

 

 


